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鞍手駅関連施設（駐車場・駐輪場・バス転向場他）指定管理者募集要項 

 

鞍手町（以下「町」という。）は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」

という。）第 244 条の２第３項の規定により、鞍手駅関連施設（駐車場・駐輪場・

バス転向場他）（以下「駐車場等」という。）の指定管理者を募集します。 

駐車場等の指定管理者の指定を受けようとするものは、この募集要項に従い、鞍

手町長へ申請してください。 

 

１ 対象施設の概要 

ア 名 称   鞍手駅関連施設（駐車場・駐輪場・バス転向場他） 

イ 場 所   福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧 547 番地 

ウ 概 要   構 造  鉄筋コンクリート造一階建て（公衆トイレ） 

敷地面積  4,779.04 ㎡ 

建物面積    27.42 ㎡（公衆トイレ） 

施設内容 

       第一駐車場・第二駐車場・駐輪場・バス待合所・公衆トイレ 

      ※ 詳細は「別紙①」参照 

 

２ 指定管理期間 

令和６年４月１日から令和 11 年３月 31 日までを予定。 

  

３ 供用日及び供用時間並びに整理料 

供用日 供用時間 整理料（消費税及び地方消費税を含む） 

１ 月 １日 か ら

12 月 31 日まで 

（年中無休） 

午 前 ０時 か ら

午後 12 時まで

の 24 時間 

【日極駐車場】 

自動車 1 台につき日額 300 円。 

１日に満たないときは１日とし、翌日以降引

き続き駐車するときは１日当たり 300 円を

加算する。 

【月極駐車場】 

自動車 1 台につき月額 4,000 円 

【駐輪場】 

徴収しない 
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４ 休止日等 

鞍手駅関連施設設置及び管理運営に関する条例（昭和 62 年鞍手町条例第４号。 

以下「条例」という。）第８条の規定による。 

 

５ 駐車場等使用件数              単位（件） 

項目 

年度 

駐 車 場 
駐 輪 場 

日 極 月 極 

令和２年度 5,341 326 約 45,000 

令和３年度 5,761 331 約 45,000 

令和４年度 7,152 331 約 45,000 

 

６ 指定管理者の業務 

「鞍手駅関連施設（駐車場・駐輪場・バス転向場他）管理運営に関する業務仕様書」

に記載のとおり 

 

７ 管理の基準 

(１) 駐車場等の管理運営を目的として、指定管理者にかかわる業務を誠実に行

うこと。 

(２) 駐車場等の施設、付属設備及び物品の維持管理に関する業務を善良な管理

者の注意をもって誠実に行うこと。 

(３) 指定管理者が駐車場等の管理のために行う指示は、指定管理者が行う業務

に必要な範囲内であること。 

(４) 関係法令を遵守すること。 

(５) 指定管理者は、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存すること。 

 

８ 自主事業 

自主事業は認めない。 

 

９ 利用料金制 

利用料金制は、採用しない。 

 

10 指定管理料 

(１) 指定管理者が本業務を実施するにあたり、町はその対価として指定管理料

を支払う。 

(２) 町が支払う指定管理料は、事業計画で具体的に提案を行うこと。 
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(３) 指定管理料は、予算の範囲内で、年度協定書において定める額とする。 

 

11 応募資格 

(１) 法人又は団体（以下「法人等」という。）であること。 

(２) 消費税の適格請求書等保存方式における適格請求書発行事業者として登録

を受けたもの。 

(３) 駐車場等を一括して管理できるもの。 

(４) 駐車場の管理運営実績があるもの。 

(５) 緊急時に迅速な対応が可能な体制を有するもの。 

(６) 法人等（共同企業体の構成員が該当する場合を含む。）又はそれらの代表

者が次に該当する場合は応募できない。 

ア 法律行為を行う能力を有しないもの 

イ 破産者で復権を得ないもの 

ウ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第２項（同項

を準用する場合を含む。）の規定により本町における一般競争入札等の参

加を制限されているもの 

エ 法第 244 条の２第 11 項の規定による指定の取消しを受けたことがある

もの 

オ 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、法第 92 条の２、法第 142

条（同条を準用する場合を含む。）又は法第 180 条の５第６項の規定に抵

触することとなるもの 

カ 国税及び地方税を滞納しているもの 

キ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第

225 号）の規定に基づき更正又は再生手続きをしているもの 

ク 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）及び鞍手町暴力団等追放推進条例（平成 21 年鞍手町条例第 15 号）に

規定する暴力団及びそれらと密接な関係を有するもの。 

 

12 公募及び選定スケジュール 

公募及び選定のスケジュールは、以下のとおりとする。 

(１) 募集要項の配布期間         令和５年９月 28 日～10 月 10 日 

(２) 公募説明会（現場説明会）     令和５年 10 月 13 日午後 1 時 30 分 

(３) 質問書受付期限          令和５年 10 月 18 日 



 4 

(４) 質問に対する回答日        令和５年 10 月 20 日 

(５) 指定管理者指定申込書等の受付期間 令和５年 10 月 20 日～10 月 31 日 

(６) 選定委員会による審査（書類選考） 令和５年 11 月上旬 

(７) 選定結果の通知（候補者の決定）  令和５年 11 月中旬 

(８) 指定管理者の指定          令和５年 12 月下旬 

 

13 募集要項等の配布 

(１) 配布方法 

都市整備課の窓口にて配布。または鞍手町ホームページからダウンロード。 

(２) 配布資料 

ア 鞍手駅関連施設（駐車場・駐輪場・バス転向場他）指定管理者募集要項 

イ 鞍手駅関連施設（駐車場・駐輪場・バス転向場他）管理運営に関する業

務仕様書 

ウ 指定管理者募集申込書（様式第１号） 

エ 指定管理者募集申立書（様式第２号） 

オ 指定管理者業務事業計画書（別紙１） 

カ 収支予算書（別紙２の１及び別紙２の２） 

キ 指定管理者公募に係る誓約書（別紙３） 

ク 条例、鞍手駅関連施設設置及び管理運営に関する条例施行規則（昭和

62 年鞍手町規則第４号）、鞍手町公の施設に係る指定管理者の指定の手

続等に関する条例（平成 18 年鞍手町条例第１号。以下「指定手続条例」

という。）、同条例施行規則（平成 18 年鞍手町規則第４号）、鞍手町情

報公開条例（平成 11 年鞍手町条例第１号。以下「情報公開条例」という。）、

同条例施行規則（平成 11 年鞍手町規則第７号） 

 

14 公募説明会（現場説明会） 

応募方法、指定管理者募集申込書等の提出書類、指定管理業務、現場の状況等

について次のとおり説明会を開催する。（参加を希望する法人等は、令和５年

10 月 11 日（水）午後５時までに都市整備課に連絡すること。なお、公募参加を

希望する場合は公募説明会の出席を必須とする。） 

(１) 日 時：令和５年 10 月 13 日（金）午後１時 30 分 

(２) 場 所：鞍手駅駐車場 

(３) その他：参加人数は、１法人等につき２名までとする。 
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15 質問 

(１) 提出期限：令和５年 10 月 18 日（水）午後５時まで 

(２) 提出書式：自由 

(３) 提出方法：都市整備課窓口へ持参又は電子メールにより行う。口頭又は電 

話による質疑は受け付けない。（電子メールで送信した場合は、 

必ず送信したことを都市整備課に電話で伝えること。） 

(４) そ の 他：回答は一括してとりまとめ、令和５年 10 月 20 日（金）に鞍手

町ホームページ内の本公募に係るページに掲載する。 

 

16 提出書類等 

(１) 指定管理者指定申込書等 

提出期限：令和５年 10 月 20 日（金）～10 月 31 日（火） 

  提出書類： 

ア 指定管理者募集申込書（様式第１号） 

イ 指定管理者業務事業計画書（別紙１） 

※ 書式は自由とするが、具体的かつ詳細に記載すること。 

※ 事業計画書へ記載する項目及び記載内容については、「別紙②」を参

照すること。 

ウ 指定期間内における施設管理に係る年度毎の収支予算書及び最終年ま

での合計額（別紙２の１、別紙２の２） 

エ 指定管理者公募に係る誓約書（別紙３） 

オ 申込資格を有していることを証する書類 

① 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 

② 非法人にあっては、代表者の身分証明書 

③ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類 

④ 申込資格に関する申立書（指定管理者募集申立書（様式第２号）） 

⑤ 国税及び地方税の納税証明書（募集要項の配布開始日以降に交付され

たもの。）又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書 

カ 法人等の経営状況を証明する書類 

① 前事業年度の収支（損益）計算書又はこれらに相当する書類（既に財

産的取引活動をしている法人等のみ。） 

② 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類（作

成しているもののみ。） 
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③ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書（既に財産的取引活動をして

いる団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業

を開始する法人等のみ。） 

④ 法人等の事業報告書を作成している場合は、当該報告書 

⑤ 法人等の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又は

これらに相当する書類 

キ 法人等の概要書（パンフレット等書式は自由。組織・運営、事業概要・

事業実績が分かるもの） 

ク 適格請求書発行事業者として登録されていることを証する書類（登録通

知書等） 

ケ 駐車場管理運営実績があることを証する書類（契約書・協定書の写し等） 

提出部数：提出書類は、原本（免許資格関係についてはコピー可）及びコピー

を各１部提出すること。 

提出方法：窓口へ持参すること。郵送は認めない。 

注意事項：法人登記簿（履歴事項全部証明書）、納税証明書等は、募集要項の

配布開始日以降に交付されたものに限る。 

 

17 選定方法及び選定基準 

(１) 選定方法 

選定方法は選定委員会による書類審査のみとし、面接審査（プレゼンテーショ

ン）は行わないものとする。 

選定委員は、提出された書類を基に、次項の選定基準に基づいて採点を行い、

指定手続条例第４条の規定により、最も適当と認める法人等を指定管理者の候補

者として選定するものとする。 

申込者が１者のみの場合は、その者の評価点が配点の６割以上（60 点以上）

となった場合に限り、候補者として選定するものとする。 

(２) 選定基準   

評価項目 評価基準 配点 

業務の理解度 
業務目的、前提条件、業務内容について

理解しているか 
15 

同種業務の実績 駐車場管理運営の事業実績は十分か 25 

業務実施体制 
管理運営を安定して行う人員や能力を有

しているか 
25 
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事業計画 

・利用者の平等な利用の確保及びサービ

スの向上並びに施設の適切な維持管理が

図られるものであるか 

・施設の効用を最大限に発揮するもので

あるか 

20 

収支予算 
管理に係る経費の縮減が図られるもので

あるか 
15 

合計 100 

 

18 選定結果の通知 

令和５年 11 月中旬、すべての申込者に対し書面にて通知するほか、鞍手町ホ

ームページにて公表する。 

なお、審査内容についての問合せ及び選定結果についての異議は、一切受け付

けない。 

 

19 指定管理者の指定 

町は、選定した候補者を指定管理者として指定することについて、町議会の議

決を経た後に、当該候補者を指定管理者に指定する。 

 

20 協定内容の協議及び協定の締結 

指定管理者の指定後、協定内容について協議を行い、指定管理業務に関する協

定を締結する。 

協定は、指定期間全体の基本協定及び年度ごとの事業実施に係る年度協定の締

結を予定している。 

 

21 指定の取消し及び管理業務の停止 

指定手続条例第 10 条第１項の規定により、その指定を取消し、又は期間を定

めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることがある。 

その場合、指定管理者の損害に対して、町は賠償しない。また、取消し、又は

業務停止となり町に損害が発生したときは、町はその損害の賠償を指定管理者に

請求することができる。 
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22 個人情報の保護と情報公開 

(１) 指定管理業務において指定管理者が保有することとなる個人情報について

は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）の適用を受けるこ

とになるので、この法律等に規定する責務等を理解したうえで、適正な管理を

行うこと。 

(２) 指定管理業務に関して指定管理者が作成した文書は、情報公開条例の適用

を受ける「公文書」として取り扱うこととなるので、この条例に規定する責務

等を理解したうえで、適正な管理を行うこと。 

 

23 条例で定めている業務以外で施設を使用する場合の取扱い 

自動販売機の設置については、指定管理業務の対象とするが、設置する場合は、

事前に町と協議すること。 

 

24 その他の注意事項 

(１) 共同企業体による指定申込 

共同企業体を結成して指定申込を行う場合は、応募に関する事務をすべて当

該共同企業体の代表者を通じて行わなければならない。また、町が当該代表者

に対して行った行為は、当該共同企業体すべての構成員に対して行ったものと

みなす。 

(２) 関係町職員との接触の禁止 

応募予定者及び申込者は、関係町職員と指定申請についての接触（公募説明

会を除く。）を禁ずる。接触の事実が認められた場合には失格とすることがあ

る。 

(３) 重複申込等の禁止 

ひとつの法人等がひとつの施設に複数の申込をすることはできない。また、

ひとつの法人等が、複数の共同企業体に加わることもできないこととする。 

(４) 申込に関する費用負担 

申込に関する費用は、すべて申込者の負担とする。 

(５) 提出書類の著作権及び公表 

提出書類の著作権は申込者に帰属する。ただし、町は指定管理者の候補者の

選定結果の公表等に必要な場合には、提出書類の内容を無償で使用できるもの

とする。 

(６) 提出書類の取扱い 

町が受理した提出書類については、理由の如何にかかわらず返却しない。 
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(７) 提出書類の変更 

一旦町が受理した提出書類については、明らかな間違い、軽微な修正を除き

内容の変更は認めない。ただし、町の指示に基づく提出書類の不備の是正、追

加資料の提出等についてはこの限りではない。 

(８) 申込の取下げ 

申込書提出後の取下げは、理由の如何にかかわらず認めない。 

 

25 指定管理者の責任の明確化 

町と指定管理者のリスク分担は、リスク分担表「別紙③」のとおり 

 

26 窓口 
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